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平成25年度

管理運営委員会総会＊資料

内容

1）岡富コUニティセンター運営方針 … P-1 

2）平成24年度活動報告 … P-2～5 

3）平成24年度決算報告 … P-6～7 

4）監査報告 … P-8 

5）平成25年度活動・予算（案） … P-7・9

6）規約類（確認項目） … P-10～11 

7）その他

＊日時 平成25年 5月10日（水） 18時00分～ー1.5時間

＊場所 延岡市岡富コミュニティセンター小会議室 2

延岡市岡宮コミュニティセンター管理運営委員会

｜ 干882-0053宮崎県延岡市幸町2丁目125番地

〈ココレッタ延岡2階〉

｜ 電話（0982)26-7588 

－ーー・ーーーーーーーーーーー・ーー・・・ーー・・ーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーー・・圃ー・ーーーー・ーーーー－・・ーー－・・圃ー－－・4
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平成19年4月1日開厳

岡市
岡富コミュ二ティセンター

管理運営委員会総会式次第

1 資格審査・開会のあいさつ

2 委員長挨拶

3 議長選出…規約により、委員長が務める

4 議 事

1)平成24年度活動報告

2）平成24年度決算報告（監査報告）

3）平成25年度活動計画＆予算について

4）役員改選について

5）その他

5 その他 （市役所所見）

6 閉会のあいさつ

以上
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岡富地域活性化の活動拠点として、更なる利用促進 f

岡宮コミュニティセンター運営方針

25年度の当岡富コミュニティセンターは、過去の運営基盤を財産に、延岡駅

周辺の活性化に呼応し、更なる信頼と安全・安心の基に、岡宮地域交流活動の拠点

価値を、更に高めて利用促進／…を図り更には、他地区からも高評価の利用価値を

期待される等、揺ぎの無い臓務遂行を心がけ、下記の努力目標を鋭意忘れる事なく

地道に・時に権威を維持し乍らも、愚直なまでに精進するものとする。

職員努力目標

1 利用者に信用され・愛される、価値の高いセンターを目指します。

2 センター利用は、平等かつ公平であり、平和的解決に努めます。

3 職員はいつも笑顔で、臨機応変に対応するよう鋭意努めます。

4 楽しく・意義あるご利用を頂ける様、不備の改善に努めます。

5 職員は工夫・研績に励み、コミセン職務の資質向上に努めます。

6 無駄を省き・節約に努め、清楚で権威ある職場を目指します。

延岡市 係、
岡富コミュニティセンター

以上



く岡富コミセン管理運営委員会資料＞

！句
d事

廿

1.傷害保険加入（契約）

2.岡宮コミセン管理運営委員会総会

3.小会議室床材取替え水洗・清掃

4.大会議室1の扉動かず→点検中、復元

5.エアコン用－フィルターの掃除（掃除機使用）

6.玄関口・通路・トイレの床面等清掃

7.県の賃金改定…市役所より受連絡

*646円／lhr・ 斗 653円 Ilhr 

8. 11/17弊コミセン上期委員会

9.事務所職員入院のため1人補充（3ヶ月間）

10.和室の畳、表替え10枚（畳用イス3脚も購入スミ）

11.市役所＆運営委員会三役会議

12. H25年度傷害保険加入（21)/3/31までの契約）

13. Fax機のトートー取替え

平成24年度岡宮コミセン管理状況報告書

月 日

・4月2日

・5月10日

・4月・7月・8月

・6月6日

・8月12・13日

・8月14日

• IO月26日～

. 11月17日

・1月～3月まで

・3月5日

・3月21日

・3月22日

・3月27日

金額（円）

27,600 

(7円 Ilhrアップ）

39,900 

35.520 

21.000 

依頼先等

側損害保険ジャパン で
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自前（事務室） : 31枚取替え

l原因は分からず・・・

II （盆＝来客無し） i 9台分（事務所通路外）

J
 

1
 

，，a
、、

1
 

．，， 

(7j1J X611,'J=IHI×20 ti与 840111)/ 1人・ jI 

8・10l"J×6人与 fi.04<WJI J-l mの，H-算

i近隣企業

l1糊務の経験者で対応

iトヨ・ンマ｛＇l：：製作所

l側損害保険川ン i僻太陽保険サーヒス
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25年度対策
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以上



年度別岡宮コミュニティセンターの利用状況

(1)利用目的 別

項目 22年計 ! 23年度計 I24年度計 年平均 ! 月平均

地域コミュニティ活動
58件 56件 50件 I 55件

趣味・お稽古事
サークル活動
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67.2% 71.9% 

8件 5件
トー－ー一一一 一 一喝ー ー←一一一 . ----1-. 一 一ーー←→ーー←~一一 一一一？一一一＿＿, 

0.0% ; 0.3% 

営示慨目的の会議 I 422件 385件 ！ 凶 生 445件 i 37件
民間企業福利厚生等 I一一一一一丁一一一一一T一一一一一一一一～一一一一一一

’ 18.0% 17.2% I 25% I 20% 

0.0% 0.0% 

合計

刀十~~－－ 1 ！：.~1-_ l:.:: 1 
2,33~~－国？？竺_l_3~~日~吐左！些

その他

100% 100% 100% 100% 

(2）年齢階層別

項目 22年計 23年度計 24年度計 年平均 月平均

幼児・児童・少年 3,120名！ 2,984名 2,712名 2,938名！キ245名
一←一 一一 一一一寸 一一ーー一 ’一一ーー ~－ーー－司干＋一一ー← 」ーーー一 ’ 

(18歳未満） l .j.＇為 i..:i.2% i2.3% i3.1元
一一

14,645名 J 13,471名
一

青年、壮年 13,279名 13,798名：キ1150名
一一 ＋ー一一一一 -r- －一一、， v ←ー → 一一一 一 一一一一 ト ー→一一一一 -1 

(19歳～65歳） 64.3% 59.8% 60.4% 61.5% 

5,003名 6 077名 5,991名 尽，690名 与474名
高齢者（65歳以上） 一一一一一一一一一一一ーートーーーー〒 －一品ー ーー『

22.0% 27.0% 27.3% 25.4% 

22,768名 I22,532名 21,982名 22,426名作18附 ち60名／1日
合計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

／ 

1）年々、利用回数、利用者共に、減少傾向が見られる

2）壮年．子供の利用者は、減少0 高齢者は昨年より増えている 00手．弘

3）今年度は、若干であるが．有料利用者が僧えている

以上
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平成24年度半期毎利用団体ベスト上位

＜無料＞
＜単位＝回数＞

No 利用団体名 24J二期E汁 I24下期計 24年計 月平均 23上期 主な利用室
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く有料＞

氏。 利用団体名 24上期計~ 24下期at・ 24年計｜ 月平均＼ 23上期at・

・太陽スホ．ーツクラブ’ 大l＆大
一一一

2 ・デリカピース’織り協会 小会議本.2
らーーー~ 一一一一一 一一－ 一

3 －牧野ヨーカ．教室 大会議室
... ーーー・一一ーー‘ 且， F一一一

4 －土曜日の会等ゲンス会
ーーーーー宇ーーー－ -－一ーー』ーーー一一 ーーー一一一ー←－・ －一 ーー一一ーマ一一一？

,, 2 
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6 全国福利厚生共済会 25 十3十 45
3.8 小・中会議室

0- ー一一

7 アブラック 23 41 3.4 小会議室

193 187 380 31. 7 

772 742 1514 126.2 

（定期的＝週／1回） 今24 今24 ー48 4 

美癒延岡店 25 。
ー司ーー~－← I －’ーーーーーーーー一ーー ←←F『ー・ ←一一一一一一一一十一一 一．ー

開 MF 
、

27 0 

くお願い 中〉

①1節電（昼間の電灯）J ・時間厳守・自前のマーカー持参（有料時ば遠慮中）

②お互い誇いの無い様協力を依頼した…1件 ：：：；·：；~＿ .;, _,r;..;' 7－.・7五；1~・ 1’~＇ Iν ） t→プlν

＜ 気がかり点、＞
I 

①大会議室の照明スイッチ（夜分かり難し、）

蛍スイッチへ更新するJ

②トイレ用、手荷物置き場…が無かった

・輿電社側へ実施依頼スミ

通路に木台を置いた
以上
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平成25年度分

岡宮コミュニティセンター収支報告
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平成24年度

岡宮コミュニティセンター管理運営費収支決算書
平成25年度予算（実）

（円）

(25）予算額｜ 備考(22）決算額 l(23）決算額I<24）予算額j"(24）決算額

繰越 I 1.303,580: 1,476.7431 1,554.1-10'. 1,554.140 OI 1,654,3201 
ー一 一 一一←一一一寸一一ー一一一一一一ι 一一÷寸一一’ーーー 一一一一一一十ー一一一一一一ーー キ 一一一一一一ート 司吋ーー一一一宇ー一品一一一一一一一←ーーー」

竺坦F笠一一一一一－－~：竺竺吐壬800,0001 .以00,0001 2.soo,0001 ol 2,soo,000¥c確定）
・ ． 一 一 一一一 一

利用料金収入（施設） I 2.423,3001 2,32i,s3ol 2,300,0001 2,410,440!-1 I 2、300oool 
. ＇ 一一

利用料金収入（冷暖房） ド 379,600: 357,6001 360,000! 359 800'. --1 －示。ool -
＿.＿一一 -L ’v て1 －一一－ ，.守 し一一←ιーム…一一ー L ___ v ~. .• 

利尽竺竺堅主（苧亨ヲ！＿＿__J一~，014.30 ト~~竺竺｜一 1,040,0001 L川竺：／ ←」~坐00oj 
その他雑苧一 l一三3幻L一一竺竺l s6oj 661 J 1 6so 

s,I24.i 12I 1 ,991 .s24l s,o55,oool s.256~記一一一一 8,155.000 

増減目

＊収入

項

収入計

j 

＊支出

項 目 (22）決算額 (23）決算額 (24）予算額 (24）決算額 増減 (25）予算額 備考

人件費 5,658, 117 5,537 ,539 5,700,000 5,756,720 5,800,000 
－ー・ーー－~同ーー岨・4・ー，司－ー司・ーー・・・四・ー・，－ 一一一司

光熱費 517,403! 482.453 500 000! 463 948 500,000' 
， ー－ 4・『ーーー一一ーー』ー一 一－－・冒国－’ ーーー司戸喧園ー－－－ーー＋

く450,000＞レ j芦・ t 刀 d千·v .：~（内訳）電気代 451,140; 424,551 440,0~~ 416,062 、J
－－ーー胃ーーーーーー『ーーーーーー圃皐ー一‘一ーーーーーー車四ーーーー－・ トー ←←一一 ← 一一

水道代 66 263 57 902 60 000 47 886 I く50,000>

通信費 108,2341 105 911 110 000 58 850 65 000 
ー

（内訳）電話代 58,590/ 56,267 

：~： ~~~l 
53.886 く60,000>

一 一一一一 一一一一一一 4.964i•) -i＼.~（.I に（~
ト『一一一一一一一一ー一 ー・ 晶’ 司圃・E・E・－

リース代 49,6441 49,644 く5000> 

消耗品代 117,428 71,713 100,00~「I 16.308 ／ 
100,000 

~プ1且笠オ乏ここ
一一 一一 一一

畳表替・電球 100,000 修繕費 118, 187 9 200 100,00 72,400 
一一一ー

還付金 30,IOO! 32 400 30,000 26.900; 30,000 
一一

71,040 j25年度スF一一一 一一一
保険料 27 600 29,760 36,000 36.000j 

備品費（コミセン用備品代） 50,650 64,550 

仁；；；：~~－：~－＝；説日誠一一
雑務費（NHK受信料含み） 19,710 17,600 

一一ヤ干－ー一 ーーー←一一』『ーーーー一一ー・.－－一一一一一ー一一ー 一一
会議費 』 30,550

印刷費

交際費，＂ :J·＿：可口下引 1怖♂】イr~·／内 0 4, 750 10,000 
支出計 ~：t；；わ~＇ '.-/. ）計十パ

7,286,000 6,601,721 6,796,000 6,443,684 

予備費（繰越） 1,476,7431 1,554,140 769,000 1,654,320 （繰起き額） 1,359,000 （繰趨予想）

支出計 8,124,172：’ 7 ,997 ,824 8,055.000; 8,256,041 i 8,155,0001 
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平成24年度会計監査報告

平成24年度、延岡市岡富コミュニティセンターの会計状況につき、平成25年

5月2日（木）に会計監査を実施しました。／

平成24年度、延岡市岡富コミュニティセンター利用に関わる、金銭出納長（3冊）

月毎の領収書・宮崎銀行預金通帳等、関係書類と現金を照合した結果、正確に

かつ適性に処理されている事を確認しました。

以上報告いたします。

平成25年5月2日

監事

監事

一宏一



平成25年度閥富コミュニティセンター運営活動計画（案）

月 項目 時期 l 備考

、｜＊毎朝の掃除（トイレ・通路等）
定例的

r ＊ホワイトホ．ード・机

*AED点検（ 1回／月）

掲示物の点検月
4 I 

会計検脊
ー・一一一一一一一一一一 、 一ー←一一一一一ト一一一一←←一一一一一一一一一一一一一一一一， ι

ー ．委員会総会

；＊ピアノ・音響

｜適宜実行・・・

下旬

上旬

エアコンのフィルター掃除月

小会議室の床面清掃 ｜ 適宜 ｜和室・小会議室等清掃
6 I I 

ドアねじ等の点検
－－－・－－一一一一寸一一一一一一←一一一一一－－ 一一一一一一一一 →→←ー もー＿，一 一

同 ．備品点検・・・補修・補充

ーーー・ r －~ •ι 一 一 『トーーー一一一斗一一一一一ι←一一一一一 一一一 一＋

8 
会議室＆通路・トイレ床面清掃 中旬 ｜来客の無い時間に

ヨーーーー』ーーー ーー →・→ーーー←ー－一一ーーー－一一』ー一一ーー－－一一一一ー一ーーーーー『ー ーーーーーーーー一一一一一 一ー一一一一ーー一一ーー－－

9 
掲示物の点検月 上旬

エアコンのフィルター掃除 I I 
lU I I 

委員会開催（中間期状況報告） ｜ 下旬 i上期分まとめ

11 適宜
小会議室床面清掃

．年末大掃除掃除機等整備点検
12 

25年反省会

！清掃雑巾等取替え
下旬

（イス、スリッパ等合み）
' 一一一一一一←一 一一一 一一一一一一←一一一→一一一一．－-- 一一一一一一一一←一一一＋一一一十一 一一一

l 1備品点検補充 中旬

ー一ーーー一一一一ー－ －ー ーーー ←一~・一 一一一一 ，ーー ー－－－一一一ーー←一一一一一ー一ー一一一－ －－一一~一一『一一←ι一一一 ー一一ーー ι一 一一一一一一一ー

2 l運営委員長＆職員会議 下旬 25年度総括（26年対策）

一一一一一一一一一一一一一一． 一一一一一一一一一一

3 
市役所＆三役定例会 下旬 J26年度対策

清潔・安全・安心・快適な設備管理…と

明るい対応で、来たい（期待）に応え得る

利用し易L、”コミセン”の維持管理 ……  。

nu 



延岡市岡宮コミュニティーセンタ－管理運営委員会規約

（名称、）

第1条 本会は、延岡市岡富コミュニティーセンター管理運営委員会（以下「委員会j とし、う）としづ。

（目的）

第2条 委員会は、延岡市岡宮コミュニティーセンター（以下 fセンターJとしづ。）のゑ樹守管理を行う

とともに、岡宮地区住民の生涯学習の抱隼・地域福祉の向上を含むコミュニティ活動の促進に関す

る自主的な施設の利用計画及び運営に関する事煎こっして協議し、適切かっ円滑に遂行することを

目的とする。

（組織応用務所）

第3条 委員会は、下記の構成団体をもって組織し、構成団体はそれぞれ｛ ｝内に掲げる人員を管理

運営委員として選出する。

(1）岡富地区区長会

(2）富美山地区社会福祉協議会

(3）岡宮東地区社会福祉協議会

（必岡富西地区社会福祉協議会

(5）岡富北地区社会福祉協議会

（ω岡富北地区民生委員児童委員協議会

（カ岡富南地区民生委員児童委員協議会

（ω岡富地区高齢者クラブ連合会

（ω岡富地区公民館連絡協議会

(10）延岡市地欄請人連絡協議会

－－－－
a

－－－－－
a
a

－－－－
a
a

－－－
a
a

－－－－－
a
a

－－－－
a

－－－－－
a

－－－－－
a
a

－－置
E
a

・

2

1

1

1

1

1

1

1

1
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[ 1 l （岡宮地区居住者から選出する）

2. 委員会の事務frは、委員長の自宅に置く口

（事業）

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、延岡市と察密に連携をとり次の事業を行う。

(1）センターの維持管理。

(2）センターの利用受付及び広報c

(3）センターの指定管理料の管理及び廠設利用料の徴収。

(.t）岡富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業

(5）その他、必要と認められる事業。

（役員）

第5条 委員会；こ次の役員を置く。

(I）委員長 l名

(2）副委員長 3名

(3）監事 2名

一.10 -



（役員の選出）

第6条 委員長、副委員長は、管理運営委員の中カも選任する。

2. 監事は、委員会で委員以外の者より推薦し、委員長の承認を得る。

（役員の職務）

第7条 委員長ば、委員会を代表し会務を統指する。

2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその月断続（切子する。

3. 監事は、会計事務を監査する。

（役員の任期）

第8条 役員の任期は2年とする。たた‘し、再任を妨げなし、。

2. 任期満了後は、後任者が選任されるまでの聞は、その職務を行う0

a. 補允により就任した役員の任期は、前任者の残任期尚とする。

（財務）

第9条 委員会の出納は、委員長が行う。

2. 委員長は、施設管理職員のうちから、委員会出納員を命ずることができる0

:1 出納員｛主、委員長の命を受けて委員会の出納その他の事務を掌る。

（会議）

第10条委員会の会議は、総会及ひ喰員会とする。

(I）定期総会は、毎年 1回委員長が招集する。

(2）臨時総会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の半数以上の詰求があったとき委員長が召集す

るC

2. 総会は、次の事項を決議する。ただし、規約の制定文は変更については延岡市と協議するものとす

るコ

(1）鰍句の制定文は変更

(2）事業計画及び収支予算の承認

(3）事業報告及び収支決算の認定。

3. 役員会は総会におし、て語紙された事業計画及び予算に関し必要な事項を協議する。

（会議の運営）

第11条会議は、その情成員の2分 1以上の出席がなければ開催することができなし、。

2. 会議の議長は、委員長がこれを務めるc

3. 会議の議事：土、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時：土議長の決するところによる。

（経費）

第12条委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる♀

(I）延岡市の指定管理料およびセンタ一利用料金

(:2）その他の収入

一一 l¥ －一
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駐車場のご案内 ] 
センターを利用される際は、上図のセンタ－西側「のびっ
こ広場j駐車場（29台）をご利用下さい。

干882・0053宮崎県延岡市幸町2丁目 125番地
（ココしりタ延岡 2階）

T E し＼ 0982)26 -7588 
F A X  (0982) 26 -7089 

延岡市岡富コミュニティセンタ一管理運営委員会
こ・＇－＇ _' . J局主伝？を・受湾 L で， －｝~ も



平成24年度

管理運営委員会役員総会＊資料

内容

1)岡富コミュニティセンター運営方針 P-1 

2）平成23年度活動報告 P-2～4 

3）平成23年度決算報告 P-5 

4）監査報告 P-6 

5）平成24年度活動・予算（案） P-7&P-4 

6）規約類（確認、項目）について P-8～9 

7）役員＆職員名簿 P-10～11 

8）その他

＊日時 平成24年5月10日（水） 18時00分～王寺1.5時間

＊場所 延岡市岡富コミュニティセンター小会議室 2

岡宮コミュニティセンター管理運営委員会
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同富ヨミz二ティセシター

管理運営委員会役員総会式次第

I 資格審査・開会挨拶

ヴ 委員長挨拶

:J 議長選出…規約により、委員長が務める

4 議事

1）平成23年度活動報告

2）平成23年度決算報告（監査報告）

;J）平成24年度活動計画＆予算について

-1）その他

5 その他 （市役所所見）

6 閉会



岡富地域活性化の活動拠点として、更なる利用価値感を高める

岡富コミュニティセンター運営方針

/ 6'A-fl. ( f作展ん）

24年度の当岡富コミュニティセンターは、過去の運営基盤を財産に、延岡駅周辺の活性化に

呼応し、更なる信頼と安全・安心の基に、岡富地域交流活動の拠点価値を高め、利用拡大を図り

更には、他地区からも高評価の利用価値を期待されるよう、揺ぎの無い職務遂行を目指し、下記

の努力目標を鋭意忘れず、地道に・愚直に精進するものとする。

職員努力目標

l 利用者に信用され・愛される、価値の高し、センターを目指します。

2 センター利用は、平等かつ公平であり、平和的解決に努めます0

3 職員はいつも笑顔で、臨機応変に対応するよう鋭意努めます。

4 楽しく・意義あるご利用方を頂ける様、不備の改善に努めます。

5 職員は工夫・研績に励み、センター職務の資質向上に努めます。

6 無駄を省き・節約に努め、清廷で権威ある職場を目指します。

以上
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平成23年度岡富コミュニティセンターの歩み（報告）

①利用時間の厳守依頼 ②節電（特に照明）のお願い ③マーカー自前のお願い 4月20日

実施内容 月日 依 頼 先 等 備 考

事務所の蛍光灯2本取替え 事務所

2 管理運営委員会役員総会開催 5月11日 役員9名・市役所2人 （出席にお礼）

3 小会織室床材水洗（汚れ部）取替 5月中旬 事務所 駐車場（洗剤使用）

4 傷害保険の契約 6月6日 側損害保険ジャパン 平成25・3/31日まで

5 各室エアコンフィルター（取外し）集塵機で掃除 6月中 事務所

6 ココレッタテナント会議 7月3日 8テナント参加

ココレッタのオーナーに”延岡商工会館”が名乗り
〆

テナプリーがオーナーを撤退7 7月4日

8 女子洗面所の排水踏まり(1箇所）×3回（今年度） 6月21日 事務所 讐告文添付

／ 

9 AED教育の実施（事務職l人） 7月9日 市の教育機関

AED用パッド取替え 9月2日 側アンドウ電気 期限＝H25/9月

10 会議室のみエアコンフィルタ一掃除 9月23日 あまり汚れ無し

11 駐車場管理棟にテレピ新設（ゴ河川船山Lて） 10月7日 市役所・市民協働係了承 委員長決済

12 県の”賃金改定”11月より *642円／1時間斗646円へ 1 1月3日～ 市役所・市民協働係より 職員6名全員

13 テプラ購入 1 1月7日 事務所保管 細かな掲示用

14 臨時役員会（活動中間報告） 1 1月28日 役員10名出席 （出席にお札）

15 センター年末掃除（利用者へは強要なし） 12月27日 事務所職員3名 駐車場は独自

16 トイレの照明（普通球と違う）切れ（女子2・男子1) 2月中旬 輿電舎より2個購入 男子トイレ来替中

17 女子トイレ便器1ヶ所結り 3月15日 事務所 ゴム圧で通った

18 市役所＆管理運営委員会三役会議 3月23日 三役出席 指定管理費等

の，
ι



平成23年度岡宮ロミユニティセンターの利用状況

(1）利用目的別く件数＞

項目 23/4月｜ 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 24/1月 2月 3月 合計

地域コミュニティ活動
9件 6件 2件 1件 3件 8件 5件 9件 2件 2イ牛 3件 6件 56件

4.8% 3.9% 2.5% 0.5% 1.6% 4.4% 2.6% 4.6% 1.4% 1.2% 1.7覧 3.0% 2.5% 

趣味・お稽古事 136件 140件 156件 152件 127件 131件 145件 138件 114f牛 128件｜ 127件 136件 1,630件
サークル活動 72.0% 75.9% 77.7% 75.6% 69.0% 72.8% 76.7% 70.1% 77.0% 74.9% 70.2% 68.3% 73.0% 

公共主催の会議等
0件 Of牛 0件 3件 1件 0件 0件 0件 0件 0件 ． l件 1件 6件

0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.5% 0.3% 

営利販売目的の会議 33件 30件 I38件 i25件｜ 24件 35件 32件 t37件 I21件｜ 27件 35件 42件 385~1牛

民間企業福利厚生等 17.4% 11.2% I i1.s% I i2.4% I 13.0% 19.4% 16.9% 18.8% 18.2% 15.8% 19.3% 21.1% 17.2% 

その他
11件 8件 13件！ 20件 29件 6件

寸
13件 5件 14件 15件 14件 155件

5.8% 3.0% 2.0% i 10.0% 15.8% I 3.3% 3.7% 6.6% 3.4% 8.2% 8.3% 7.0% 6.9% 、

合計
189件 184件 209件 201件 184件 180｛！牛 189件 197件 148件 171件 181件 199件 2,232{1牛

100% 100% 100% 100首 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100首 100も IQ邸

累計 373件 582件 i783件 967件 l,147f牛 1,336件！ 1,s33名 j1,681件 i1,852件 2,033件 2,232件（、、 2,232件／

22年度＝2,278→与6.3件／日 2,232÷12 = 186与6件／日

(2）年齢階層別＜人数〉
／者向納付’！餌（貨問、l~f!S_--r·）川社げl開 .－＜. ixio ＇· シ？川

項目

幼児・児童・少年

(18歳未満）

青年、壮年

(19歳～65歳）

高齢者（65歳以上）

合計

累計

23/4月 Is月 16月 l7月！ 8月~ 9月 I10月！ 11月 i 12月 I2411月 Iz月 I 3月 ｜合計

4支持北；ヨ！な明時計：：~1~刊目立＼ H糾は弘ι
1,019名 l912名 I1, 1s2名 Ii,266名 I1,s 11名 l1,120名 Ii,111名 11.209名 I844名 I949名 Ii,121名 I1,21 s名 j 13,471名

円0.0%1 52.5% l品川 64.5% i 68.8% ! 59郎 I63.5% I 57.4% I 55.9も｜一部元 I55.5% I 62.5% I 59.8% 
I 47~~ I 580名 I433名！ 450名！ 349名｜坐タ l411~ __ l 556名 I494名 I674名 I666名 Is34名 i6,077名

扇子I33.4% I 23的 I22.9% ! 15.8% I 24.1% I 23.4% I 26.4% I 32. 1% I 36.1% I 33.悦 I21.s% ド27.0%ー
し70怖い736名 j1,847名 11,964名｜丸206名 11,874名 l1,759名 I2,10s名 j1.510名 11,ss6名 I2.021名い，943名 I22,s32名

!lo0.0% I削%I 100.0弘 Ii肌侃 I100.怖い00.的 I100.飢｜削%I 100.0% I 10川 I100倒 IlOO.飢 1 !QQ島、

け，436名｜ ι283名l7,247名l9,453名 i11,321~ L~－~，~~一｜！日9均 J 16,702名！ is, 568名I20, 589161即時「 22,532ち
22年度＝ 22,768人→勾63人／日 22,532÷12 = 1,878今 62人／日 ~y 3t'¥ p¥;' ~f41'1 ）阿

ミう



fのびっこ広場1酢車場利用状況

〈平成23年度〉 （単位：台） （単位：円）

月 日数
間宮コミセン（台数）

キッズ 通常 商店街
計（台数） 料金（円）

備考
今年度 昨年 今年度 昨年 今年度 昨年

4月 30 847 895 137 372 646 2002 2020 143.750 122, 100 お大師さん／

一 ・－

5月 31 821 831 94 147 628 1690 1649 85,700 74,200 
． 

6月 30 897 950 92 118 614 1721 1747 69,200 61,800 

7月 31 883 960 120 445 780 2228 2047 146.900 106,500 七夕祭り／

8月 ． － 126,300 育朋高校（6日）31 684 I 821 99 142 681 1606 2077 75,400 ．． 

ー． 

9月 30 733 858 118 134 613 1598 1745 72,500 81,800 
・・． 

累計 183 4865 
． 

5315 660 1358 3962 10845 11285 593,450 572,700 

平均 ー27台川i::;:30台弱 ｜キ60台／1日 与63台 3,297 3,182 

10月 29 791 964 112 160 590 1653 1836 76,550 74,300 延商祭（2日）

11月 26 714 801 84 115 501 1414 1489 51,600 54,400 ガス展（4日）

12月 27 674 728 98 114 796 1682 1579 73,400 81,300 年末（4日）

l月 28 787 718 114 113 ; 604 1618 1610 61,950 67,000 年始（3日）

2月 29 862 812 138 202 644 1846 1714 84,150 78,300 

3月 30 814 786 119 184 761 1878 1811 92,950 86,300 イヘ．ント会場（1日）

計 352 ｜戸、：’，：：~f$p_'r 10184 1325 2246 7858 20936 21324 , ・, 1~034;0"$,Ci ／ 
1,014,300 

今 27台 60台弱 2,947 

-4-



平成23年度

岡宮コミュニティセンター管理運営費収支決算書

本収入

平成24年度予算（案）

（円）

項目 I <22）決算額Ic23）予算額： (23）決算額！増減 1<24）予算額！ 備考

繰越

指定管理料

利用料金収入（施設）

利用料金収入（冷暖房）

利用料金収入（駐車場）

その他雑費

収入計

＊支出

項 目

人件費

光熱費

（内訳）電気代

水道代

通信費

（内訳）電話代

リース代

消耗品代

修繕費

還付金
一一

保険料

備品費（コミセン用備品代）

雑務費（NHK受信料含み）

会議費

支出計

予備費（繰越）

支出許

*22年度（23/3月）残高

<3/31現在＞
通帳残高
事務出納
駐車場分

計

1,412,095 
42,648 
22,000 

1.476.743 

1,303,5801 1,476,743 1,476,743 01 1,554,140 / 

3,ooo ， ~oof 3.~00.00~1 2.soo.~00 ol 3_.~oo.oooj＜決定）
2,423,3001 2,300,000: 2,321,830 21,8301 2,300,000i 

379,-6001 310,0001 357 ,6ool--12 .4001 360,000「
l ，山，3（）~＇ _l ~050 .~00－← 1,034,0SOr 斗3.95of io4o.ooo:・ 

3,3921 3,2~7: 17~恒~ ~.3441 8601 

8, 124,1721 8,000，側 7,997,824i1 -2.1761 8,055,000j 

L 必S拝ザ抑制定。＇＇8)-tf~ Cf~） 

決算額 (23）予算額 (23）決算額 増減 (24）予算額 備考

5,658,117 5,700,000, 5,537,539!・ -16~.461 5,700,000) 

517,403' s20 ooo! 

451.140 424,551'. 0: 440,000 

66,263 57 902プ o! 60,000 

108,234 120,000j 105,91ι14側 110 000 

58,590 56,26 。 60,000 

49,644 49,6441 ・ 。 50,000 

117 428 100,000 71,713日: • －：~8.287 100 0001 

118,187 9 200 .800 100~騨⑩／
一一一一一

30 100 30,000! 32,400 .400 
一一

36,oool 27,600 30,000 29,760 240 

50,650 50,000 64,550 14,550 50 000 

19,710 20 000 17 600 -2,400 20 000! 

30 000 30 550 550 30 0001 

6,443,684 . 6,616.0001 

1.476,743 1,300,000 1,554,140 （鰻接種） 1,379,000 （繰起き予想）

8,124,172 8,000,000 7,997,824 一2,176 8,055,000 

*23年度（24/3月）残高 *24年度（25/3月）残高予想
く3/31現在＞ <3/31予想＞

通帳残高 1,457,457 通帳残高 1,332,317 
事務出納 70 683 （州叫間体） 事務出納 30,683 
駐車場分 26,000 （~）~料仰い 駐車場分 16,000 

計 1.554.140問題八倒的 計 1.379.000 

•'Jl. ~初糾症が主レ~＇o\'8)7-,,.J('', Cd)迂1事u乎察、 'f:' I もが．（安ょと1,:t."7t~口、 3 か）.
以上

一－ s -
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平成23年度会計監査報告書

平成23年度、岡富コミュニティセンターの決算状況につき、平成24年4月24日に

会計監査を実施しました。
／ 

平成23年度のセンター利用に関わる、金銭出納帳（3冊）・月毎の領収書

／ 

宮銀預金通帳の関係書類＆現金を照合確認した結果、

すべて正確にかつ適性に処理されている事を確認しました。／

以上報告します。

（向寝間1々 拘） 監事

平成24年4月24日／

監事
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平成24年度岡富コミュニティセンター活動計画（案〉

月 項 目 時期 備 考

定例的
＊毎朝の掃除（トイレ・通路等） ＊ホワイトホ’ード・机（適宜）

*AED点検（1回／月） ＊掲示物点検 ＊ピアノ・音響（適宜）

4 
会議室＆トイレ床面清掃 適宜

会計監査 適宜
ド・・ーーー・ーーー・・帽・・司－－・司自 一一一一一

5 
役員総会 上旬

エアコンのフィルタ一掃除 適宜
一

6 
小会議室の床面清掃 適宜 和室・小会議室等清掃

ドアねじ等の点検
一

7 
掃除機（ごみ袋取替え）

－一一一 一一 － －  

8 
会議室＆通路・トイレ床面清掃 中旬

運営委員長＆職員会議 下旬

9 
掲示物の点検月 上旬

、－ 一一・

10 
中間期状況報告 下旬 上半期の状況まとめ

一一
エアコンのフィルタ一掃除

適宜11 
小会議室床面清掃

12 
年末大掃除／掃除機等整備点検

下旬 清掃雑巾等取替え
24年反省会

備品点検補充
中旬 （イス、スリッパ等）

ー ・．

2 
運営委員長＆職員会議 下旬 24年度総括

四日目・ －~・ 4・ーー－－・ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一…，司..ー・ 『 ・・ •• H岨『・－ー－一一一一ー・

3 
市役所＆ニ役定例会 下旬 年度反省＆来期対策

何気なく…、 清潔 ・安全 ・安I白の設備に感謝

また、来たい〈期待）に応え得る

利用環境の維持管理 …を、目指して

-7・



延岡市（以ド f委任者.jどいうι）と延附rlil市！？；？コミュニティセンター管理運営委員会（以

下 f受任者二という。）とは、延！同市岡術コミュニティセンター（以下 fセンターj という。）

の管理運営を行う事業について締結した延｜川市i羽市コミュニティセンターの管理運営に関

する基本協定書（以下「築本協定j とし、ぅ＝）に）~づき、ヲ4該；事業年度における協定（以下

「年度協定j としづ~）を締結する。

（年度協定の目的）

第 1条 年度協定は、センターの管煙運営業務の各年度の業務内容及び管理運営業務の実

胞に伴い支払われる対価（以下「指定管理料j という~）を定めることを目的とするc

（平成 24年度の管理運営業務）

第2条 受任者は、委任者と受任者との間で平成 22年4月1日に締結した基本協定に基づ

き、センターの管理運営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条本年度協定の期間は、平成例年4月 1Elから平成 25~手 3 月 31 日までとするぞ

（指定管理料の支払い）

第4条 委任者は受任者に対し、指定管理科として金 2,800,000円（取引にかかる消費税

及び地方消費税を含む）を支払うものとする。

2 前項の指定智舟．料は、平成 244=. 4月及’び平成 21イド 10Jjの2阿に分け’f、受任者の請

求に基づき支払うものとするc

3 受任者は委任者に対し、請求書を平成 21年4）］及び平成 24年・ 10月のそれぞれ IO日

までに提出し、委任者は、受任者に対し、請求書を受怨した日の属する月の末日までに

指定管理料を支払うものとする。

（協定の解除）

第5条 基本協定第 10条の規定に基づき、受任者が指定管理者としての指定を取り消され

たときは、委任者は、本協定を解除するr

2 前成の規定により、本協定が解除された場合（こ；おいて、受任者は、指定符理料の 10分

の lに相当する額を、違約金として委任者の指定する期間内にJ支払わなければならないξ

（疑義等の決定）

第6条 年定協定に定めのない事項及び午度協定に関し疑義が生じたときは、委任者と受

-8  一一



任者は誠意を持って協滋を行い．これを決定するものとする

委任者と受任者は、この年度協定の締結を討するため、本当？を 2j凶作成し、双方記名押

印の上、それぞれ 1通を保有寸・るε

平成 24年4月1日

一四一一べ誠…
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（僚式第4号〉

延岡市岡富コミコ二ティセンター管揮週蛍委員会役員粍簿

平成24年5月10日現在

No ｜役隠｜氏名（敏称略〉 住所（延岡市略〉 備害〈役職など〉

1 i委員長｜森貴美郎！

71委 員

8i委 員

91委 員

10 委 員

11 委

aj; 
事

事

？？乙.~·－·仁川、 'l 1J~~ 'I I・I'I怖いーッ J~＜ 

一－ 10 -



管理職員住所録

＜岡富コミュニティセンター＞

備考話電所住〒番号

委員長 森 貴 美 郎

く事務室〉

名氏職場

く駐車場＞

ゐ長1

~ g 
．ロ

教則州内争l

以上

hnuu 盟
曹

スーH-
lJ=O 

ロ護~・・l・1・A

--n 

l ~ ...苅哩飴竃・・
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担当者 庶務係長 主務係長 主務課長

③ ⑤ ⑤ 
公有財 産 引 継 書

新管理者

経営政策課長様

e最
延市参第 126号

平成24年 3月30日

旧管理者市民協働男女参画課長③

次のとおり公有財産を引き継ぎします。

1 名 称 交流拠点化事業用地（のびっこ広場）

2 所在地 延岡市栄町6番4、延岡市山下町2丁目 l番10

3 引継理由 ①所管換 2用途廃止 3用途変更
平成24年 3月30日

前 1公用 ②公共用 3普 通用 途（
4 財産区分

後 1公用 ②公共用 3普 通用 途（

5 種 別 ①土地 2建物 3その他（

地番又は番号 地目又は種類 数 量 備 表~ ム口ー 帳

栄町6番4 宅地 218.87ni 

山l番下10町2丁目 宅地 584. 21 ni 
交（流拠点化広事場業）用地

のびっこ

6 

7 添付書類 公有財産台帳関係図面その他（

上記の公有財産を引き受けました。

新管理者

平成24年 4凡乙日
c::ニ::J '. 

経営政策誕Ii:¥@}



2－与一112 交流拠尽仏教帆（のがら鴻）~岡市盟会－2；日＇-10 アヲ7 m2io91 （た~n

分類番号 名 称 ｜所在地 現在地積

公有財産台帳（土地）
、、

＼ 

、、

分類番号 図 面 の 有 無 当初取得年月日 HIS年 3月／夕日

1.本 庁陀単ヲ·~翌~その他 e‘’.  ！ ・
1公用 iそ消の他防 μ／？年 4月／日 向業幌北保刈バ哲撒L 去叫の・与野，・ 与，Jら - ' 

ん 大分留行~f岡支店図面番号 fl 22 ・チ・ 22 念品課ι）何事キ実
1学 校 沿回ーーー 図書館〉 －士山元ιト J’ 点＠、1共用 3~公公営住宅園地区名－ 番号 ；＇~1_4 ＿二 ＇！＿：＿ 2＿＿較的L平均不：J！！吉宗． ビジネスホテルくとう
＠その他

寺舎閉店 ＠ 
建物等の有無 伴・ーーーー ョンl!f悶 I I モ

3 普通~一貸般財産付 ーーーー ちゃん．こ 0 . i- －－~， イ英・会話戸l雫
a山林 ・ 栄設備 l - - ; 

現 在状況（集計表〉 ※処分は朱書するとと
・さとう再陪

I ユ子． 
記録 取 得・処 分 現在地積 ?1 

年月日現在 i問
＠ココレ｜ッタ' 者印 公 簿 婁 調j 価 額 (}): 鐘 婁 調j コンシエール和光

,,f『

777 "": 09 92.8'1-広9911-円
,,fl 

777 －…~： 09 
． ． 

I-I 
川式八商店小売部；

． 
tS・3・／？ 803 I 08 803 : 08 フタナベビjレ

' 
H 

同向業縦哲九；玖録的． 栄町
， 

803 :oB :o9 808 、08 777 109 ． 
19. If c I 777 

太陽申 ！ ｜幸町2

fz.チ・ 22 803 I a8 777 :09 飽l喜界pゆ併殺 803 :os 777 :09 年月日 地 積 評価額 単 価

ギ3え儒fffZb ，耳与な侍~l果 ,,f. 円 円
” : 08 :ct 評l斗. '1-・1 8C3 777 品、1惇噌欧 8CJ : ,?8 777 : c~ 

『

’ ． 
価． ． 

’ 
． 

． ． 使用許可（貸付）の状況 （台帳J伝． 
． ． 

』

． ． 

． ． 
’ ’ 

、、
、



明 細

※処分は朱書するとと

番 異動
登年月記日 所 在・地 番 地目 取 得・処 分

記者録向 原 因 相手方の住所・氏名号 年月日 公 簿 実 調j 価 額

1 H 1-1 
栄町 6沓午 ご包す也 Z!B. 87 rrt 

nl 円
＇（取’ j 始河市主事也問先公社!5・3・19IS・3・／？ 221.08 

2 
μ 1-1 

山千町2丁目／；針。 之少也
72.8'1-5. 994-

買取 I) 始司苧土手也問手色ふた件15・3・19ts・3・／？ $8斗.2' S5€ 、 GI 

3 H 
19・4・／ －・ 河ミff~丁 6脅午 宅地 218.87 Z2 I. 08 戸rb嘗｛~た 前約見光事系

4 H・4・f
19 

．． 山千町2丁目／沓10 ~予也 ¢8Lf.2 I $56.0! 所管キ写と 商業統7t泳

5 H・4122 ・12 ．． 栄町6あヂ ご主民会 218, 87 22 !. 08 戸可管写実 企 ~1~：不

6 /.I ． ． 
山午~2 丁 n1ノをトro コ主必 戸T：者対た 金子ffe.ttネ)1・4・21 ~84-. 21 SS6 .o I 

7 ι4 市民I~f］・男女会台課UL戸今I- 1.. 
． ． 

4一F吋 6ミ．T今L 宅 1'G .J./8.87 )21‘P8 子守せ1与そ

8 J.f 
市民協自・明｛？（U斗？．よ ．． 

ムi...千~ニレゴ目 ！す ／0 吃re.. S8L十；LI 5S6,o/ f守宅｝与ミ

9 ・－ ． ． 

10 ． ． ． ． 

11 ．． ・－

12 ・－ ．． 

13 ． ． ．． 

14 ． ． ．． 

15 ．． －・

備考 当与え前地.（ l本・托ユゴA延J!f.JI可普j知行ヰ叱』で＇. 1-1 fヲヰ良 l二おりz打手~ ~'fj:. t~ z 決、；~ ~－... r毒t, H!S.~.79l二延岡和、・3号限付
l r~-t の.. "f>L.' 'Ti的予~り全米J処：~－－ ~t-手持~）司~~~し之湯}TJ を 1苛ふ‘る 17 ~益保： γ のが；~ 1;..r;, .J 



ユーがー叫教＼i.総兵.1l!
分類番号｜所管銀 ！必

．、

延岡市〈様式第 5号〉

分類番号

1矧 ~i の 2
?P. K茎営住宅｜地区名
i 共用 a丞 面

刈その他
u ’ i建物等の有無
L貸付ー

3普通 Z一般財産
a山林l

現在状況〈集計表〉

年月日現在｜記録｜ 取 得・処
者印｜会簿｜実測

。J.... j .. J>I 117 ’~rl 

番号
沿

、、
、、、．，
t

’

、
、、

、公有財産台帳（土地）

※処分は朱書するとと

現在地積
~ 

野

f会，.＿’〉 D / t?o o 

価

使用許可（貸付〉の状況 （台帳必



"' 明 細

※処分は朱書するとと

番号 年異月動日 登年月記日 所在・地番 地目
取 得 ・ 処 分 配鋼

原 因 相手方の住所・氏名
公 簿実測価額 者向

1 ~J·A /; J~？ ~ rf1 6 J議タ 彰~ ;t/K'trlll7 ii＃！ノ dpj' 
円

媛ヤ 7 :JtJtl争u伺変係ι， 
'13-~fl.f,f 'I学

．－ 
2 ．． ．． 

山千＂＇ ~7:,j ／／，〆ρ 五め ! 8"'タ dノ "/ ． ~金手
ー

.. ． 

3 ．． ．． 

4 －・ ．． 

5 ．． ．． 

6 ・－ ・．

7 ．． ．． 

8 －・ ・－

9 ・－ ．． 

10 ・－ ・－

11 ．． ．． 
' 

12 －・ ．． 

13 ．． ・－

14 ．． ．． 

15 ．． －・
回・

備考多段 tfl~ 14 －~ ~A .)4~ 崎玲多門！事必ヂグ／.l.f~I~ i fl(!,均あ広141~1~f作fH しめ乙 3・ir’f
I ~A"f .1（南俊博山初Ef /¥f"刊 ≪！I}f：北船主化学f.~~'ltl 'L ~1 ·ll~φ1.,. ~，を~~－ : r UJ 1i;--? zメ＂＂J



担当者 庶務係長 主務係長 主務課長

⑧ 
1、

噂ヨヘ,, ＼、 ~：＿~）

公有財 産 引 継 書

新管理者

市民協働・男女参画課長様

次のとおり公有財産を引き継ぎします。

1 名 称 交流拠点化事業用地（のひeっこ広場）

延企第ヂ8号

平成22年 4月 .. d 日

l芸）
旧管理者企画課長可’司＠

2 所在地 延岡市栄町6番4、延岡市山下町2丁目 l番10

3 引継理由 ①所管換 2用途廃止 3用途変更
HJ-ム年 4 月パ日

ーH注iJ 1公用 ②公共用 3普通用途（
4 財産区分

後 1公用 ②公共用 3普通用途（

5 種 月lj ①土地 2建物 3その他（

地番又は番号 地目又は種類 数 量 併＇j) 考 AロA、 帳

栄町6番4 宅地 218.87nf 

l山番下10町2丁目 宅地 584.2lnf 
交（流拠点化広事場業）用地

のびっこ

6 

7 添付書類 公有財産台rj長関係図面その他（

上記の公有財産を引き受けました。

平成 22年4月ふさ日

新管理者 市民協働・男女参画課長l’＠
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担当者｜庶務係長｜主務係長｜主務課長

有財産 書知通
／，日

T守取ノト＼，ι2、

② 
l守新喜界へ花火l1:.v、-fJ¥.''

iラし刊。、ドイ司、Jし ベ
号延市参第ょ／

平成 22年4月之3日

管財課長

＠ 素太田市民協働・男女参画課長

様謙二松田

次のとおり公有財産を取得したので通知します。

1 名 称 交流拠点化事業用地（のびっこ広場）

2 所在地 延岡市栄町6番4、延岡市山下町2丁目 l番10

3 取得理由 1買入 2新築 3交換 4出資 5寄付 ⑥その他（所管換）

4 財産区分 1公用 ②公共用 3普 通用 途（

5 種 別 ①土地 2建物 3その他（

地番又は番号 地は種目 又類 数量 自而 額 取得年月日 本目 手 方 台帳

栄町6番4 宅地 218. 87rrf 

平成22年4月22日 企画課

山l番下10町2丁目 宅地 584. 21 rrf 

6 

7 添付書類 公有財産台帳（写） 関係図面その他（

建物についての数量は、各階床面積を記入のこと。※ 



管財課長

担当者｜庶務係長｜主務係長｜主務課長

公有 財産取得通知書

延企第 681号

平成22年2月3日

高見和嗣郎様

企画課長黒木

J夕、

清⑪（§：：：）

次のとおり公有財産を取得したので通知します。

名 称 交流拠点化事業用地（のびっこ広場）

2 所在地 延岡市栄町6番4、延岡市山下町2丁目 1番10

3 取得理由 1買入 2新築 3交換 4出資 5寄付 ⑥その他（所管換）

4 財産区分 1公用 ②公共用 3普通用途（

5 種 思リ ①土地 2建物 3その他（

地番又は番号 地は種目類又 数量 価 額 取得年月日 相手方 台帳

栄町6番4 宅地 218.87m" 平成19年4月l日 商業観光課

山l番下1町02丁目 宅地 584.21m" 一 平成19年4月l日 商業観光課

6 

7 添付書類 公有財産台帳（写） 関係図面その他（

※ 建物についての数量は、各階床面積を記入のこと。



者式第 1号（第 5条・第 6条）

担当者｜主務係長 l庶務係長｜課 長

財 産 51 継 室田

事＼鴨零時 様

延おる免第 μ／ 号

平成／？年’タ月／日

旧管理者 f 子

商業観光課長 黒木 清⑪

次のとおり財産を引継ぎします。

1 名 称 食ラた拠ねにキ添削堤〈仰が、、：九拘）

2 所在地 延岡市 ヲ王町レ午、よ千町コマ日 r-10

3 引 継 理由 (!Mr管換 2用途廃止 3用途変更｜決裁平成／？年 J 月汐日

前 Ii:、－：；＿同
4 財産区分

後 ／ふ表的

5 種 別 67.土 地 2. 建 物 3 .その他（

地番又は番号 地目又は種類 数 量 備 考 i口~ 帳

ラt~ tも¢ ヨ乙もて （地 ~llJ ，~ん2
例以／、，P.,,.....)_ 

M'4° >1"Sl I事，o 之ψぞー

（主仁1寺4毎'J 
H＇~、今L
士主る、。！〆

6 

l 

7 添付書類宅土井 位置図 字 国 測量図 その他

上記財産を引き受けました。

平成，q 年 4 月 ！ 日
新管理者 ／凶徽判事均 @>'1 
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課室名 企画 諜

起案 日 平成22年3月31日 L 決裁 日 ｜平成22年う月 3／.日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者 起案責任者 企画課長
主幹兼

市民協働係長

』ロ：－：、
②j 

『

J、；， E

、＿rて、I 

Ta3031 Ta3030 
主幹兼 主幹兼 意見

広域行政係長 企画調整係長

⑧ 、三遅d
市民協働係 副主幹兼

ムロ 議 者
統計調査係長

⑧ 学）
ファイリング

公印マネージャー
意見

＠ 
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 ． ③ 

件名 延岡市岡富コミュニティセンターに係る利用料金の承認について （伺い）

（別紙 枚）

標記の件について、地方自治法第244条の2第9項に基づき、指定管理者から別紙のとおり承認申請があ

りました。つきましては、申請内容のとおり承認したいが、よろしいかお伺いします。

なお、申請内容については、全て現行の「延岡市岡宮コミュニティセンタ一条例Jの料金限度額と同額とな

っています。

地方自治法第244条の 2第9項

公の施設の利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、

指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金につい

て、普通地方公共団体の承認を受けなければならない。



l 

延岡市岡富コミュニティセンタ一利用料金承認申請書

延岡市長 首藤

1. 承認申請事項

区分（施設名）

大会議室 1

大会議室 2

中会議室

小会議室 1

小会議室2

和室

駐（車自動場車1台）

II 

2. 申請理由

正治 様

単位

1時間あたり

II 

II 

II 

II 

II 

最使初用の開l始時時間かまらで

使用開始時から最初
の1時間を超える時
間1時間までごとに

金 額

70 0円

70 0円

60 0円

50 0円

50 0円

50 0円

20 0円

1 0 0円

住所

団体名

冷暖房金額

20 0円

20 0円

1 0 0円

1 0 0円

1 0 0円

1 0 0円

3. 適用開始日 平成 22年 4月1日から（－§、年間）

必要に応じ、関係書類を添付してくだ·~.~~！（注）

平成 22年 3月3/日

委員長 亀 山

条例限度額 備 考

同左
室料については

営利目的以外は無料

同左 II 

同左 II 

同左 II 

同左 II 

同左 II 

同左
センター及びまちなかキッ
γホーム利用者は無料

同左 II 



，． 

0延岡市岡富コミュニティセンタ一条例

（利用料金）

ダウンロード

日付：平成22年3月31日

第9条 使用者は、センター（別表第 1に掲げる施設に限る。以下この条及び次条において同じ。）

の使用の目的又は態様が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた際に、利用料金

を納付しなければならない。

(1) 商品の宣伝、販売等営利を目的とするとき。

(2) 入場料、会費その他これらに類する費用を徴収するとき。

2 使用者は、センターの冷暖房設備を使用するときは、利用料金を納付しなければならない。

3 駐車場を使用した者（センター及び延岡市まちなか子育て交流広場条例（平成19年条例第9号）

に規定するまちなかキッズホームの使用者を除く。）は、駐車場から自動車を退場させる際に、利

用料金を納付しなければならない。

4 利用料金は、別表第 1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

別表第 1 （第9条関係）

区分

大会議室 1

大会議室2

中会議室

小会議室 1

小会議室2

和室

備考

施設利用料金 冷暖房利用料金

(1時間当たり） ( 1時間当たり）

700円

700円

600円

500円

500円

500円

使用時間以外に使用するときの施設利用料金は、 5割増しとする。

200円

200円

100円

100円

100円

100円

2 使用時間が 1時間未満のときはこれを 1時間として、使用時間に 1時間未満の端数が

あるときはその端数を 1時間として利用料金の額を計算する。

別表第2 （第9条関係）

区分 駐車場利用料金

自動車 1台につき 使用開始時から最初の 1時間まで 200円

使用開始時から最初の 1時間を超える時間 1 100円

時間までごとに

備考 市長が特に必要があると認めるときは、使用を開始した時から最初の 1時間を超える

時を使用開始時として利用料金の額を計算する。



延岡市岡富コミュニティセンター管理運営事業にかかる変更届

平成22年 6月 7日

延岡市長殿

届出者

当該事業にかかる内容について下記のとおり変更したので、次のとおり届け出

ます。

1 .代表者の変更

変更 内容

変更前 変更後

亀山勉 森貴美郎

変更年月日 平成22年 6 月／日

2. 主たる事務所の変更

変更内容

変更前 変更後

変更年月日 平成22年 6 月／日

係員 足動塁車 塁墨佐ず野組

③ 
容） ··~ 

理 由

管理運営委員会組織の

改編に伴う交代

理 由

代表者の変更のため

（事務所は委員長自宅）
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件 名 延岡市岡富コミュニティセンターの指定管理者候補者の選定手続について（伺い）

標記施設の指定管理者の指定期間が、平成22年3月31日までとなっているため、次期指定管理

者を選定する必要があります。

1 2月定例市議会での次期指定管理者の指定議案上程を見据え、下記のとおり、候補者の選定手続

を進めたいがよろしいか、お伺いします。

なお、候補者の選定につきましては、 「指定管理者選定会議Jにおいて選定します。

記

1.施設の概要

名 称：延岡市岡富コミュニティセンタ一

所在地：延岡市幸町2丁目 12 5番地

2.指定期間

平成22年4月 1日～平成27年3月31日（ s-年間）

く衷面へ続く〉



3.指定管理者の募集方法

d ・ゐ今回の募集方法は「非公募Jとする。ただし、公募の場合と同様に「申請書」や「事業

計画書」等の書類を提出させ、書類審査等を行い、指定管理者としての適格性を判断す

ることとする。

【非公募の理由】・・・ （別紙）理由書を参照

本施設は地域密着型の施設であり、住民自治意識等の向上、市民や地域との協働の推

進等の期待ができ、かっその受け皿となる団体が地域に 1団体しか存在しないため。

4.指定管理者申請予定者

団体名：延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会（現指定管理者）

設立 ：平成 19年2月1日

役員： 12名

（区長会、近隣地区社会福祉協議会、民生児童委員、高齢者クラブ連合会、

公民館連絡協議会、延岡市地域婦人連絡協議会等）

5.選定における今後のスケジュール（案）

平成21年 9月30日（水） 申請締切

1 0月上旬 所管課（企画課）における事前審査

1 0月中旬 指定管理者選定会議（候補者の選定）

1 1月上旬 指定管理者指定議案の上程



公募を行わずに指定管理者の候補者を選定する理白書

施設名：延岡市岡富コミュニティセンター

当該施設は、岡富地区住民の活動の拠点としての機能を有しており、地域住民の

連帯感の醸成や、コミュニティの活性化を図るうえでも、これまでどおり地区の区

長会や、地区社会福祉協議会、民生児童委員等で構成する延岡市岡富コミュニティ

センター管理運営委員会が管理運営を行うことで、地域密着型の施設としての機能

を果たすことができると考えられる。

また、住民自治意識等の向上や、市民や地域との協働の推進が期待でき、かっそ

の受け皿となるべき団体が、この地域に l団体しか存在しないため、指定管理者の

候補者の選定にあたっては公募を行わないこととしたい。



延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会委員名簿
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．
 

－－－ 
a

F

a

 

A
F
 

－ 
d・・

平成21年9月現在

役職 氏名 住所（延岡市は略）
電話
(0982) 

備考（略歴、その他の役職宅）

1 I委員長｜亀山勉

3 I II 

4 I II 

5 I 委員 園田園画歯固画園田

6 I II 

7 I II 

8 I II 

9 I II 

10 I II 

1 I 監事国園田園田園・E I-園田－・・園田園田瞳
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延岡市岡富コミュニティセンタ一指定管理者 申請要項

公の施設である「延岡市岡富コミュニティセンター」の設置目的をより効果的・効率的に達成す

るため、指定管理者が行う業務の範囲、申請の手続き、選定基準、その他必要な事項を定めるも

のとします。

1 対象施設

(1）名 称延岡市岡富コミュニティセンター（以下「センターJという。）

(2）所在地延岡市幸町2丁目 12 5番地

(3）施設概要

構 造 鉄筋コンクリート造

階 数 地上3階建（対象施設は2階の一部のみ）

床面 積 388. 92m2 

施設内容 大会議室、中会議室（小会議室× 2）、和室、ギャラリー、事務室、

湯沸室、倉庫、トイレ、 「ココレッタ延岡J自治体ゾーン専用駐車場など

2 指定管理者が行う業務

岡富地区の地域コミュニティの活動拠点となる（専用駐車場の管理運営を含む）センター

の運営および維持管理を行い、ひいては中心市街地の賑わいにもつなげる。

業務の詳細については「延岡市岡富コミュニティセンタ一指定管理者仕様書」のとおり。

3 指定期間

平成22年4月 1日から平成27年3月31日まで

4 指定管理料

指定管理業務に係る経費は、予め定めた額を会計年度（4月 1日から翌年3月31日まで）

毎に、市が指定管理者に支払う。

5 申請資格

指定管理者に申請しようとするものは、指定期間中、安全円滑に対象施設を管理できるも

ので、次のいずれにも該当すること。

( 1 ）市内に主たる事務所を置くまたは置こうとする法人その他の団体（以下「法人等」とい

う。）であること。

(2）地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号）第 16 7条の4第 1項に規定する者に該

1 
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当しない法人等であること。

(3）地方自治法施行令第 16 7条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実が

ない法人等であること。

(4）会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第225号）

等の規定に基づく更生または再生手続をしていない法人等であること。

(5）延岡市及び宮崎県が行う建設工事等の請負文は物品の購入若しくは製造の請負の指名競

争入札について指名停止、指名回避等の措置を受けていない法人等であること。

(6）市税を滞納していない法人等であること。

(7）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第

2条第2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含

む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制の下にない

法人等であること。

6 選定基準

( 1 ）市民の平等な利用が確保されること。

(2）事業計図書の内容が、センターの設置目的を最も効果的に達成するものであること。

(3）管理者の指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及

び人的能力を有していること。

(4）岡宮地区をはじめとした住民ニーズを的確に反映させながら、地域コミュテニィの活性

化を図る意欲と資質のある法人その他の団体であること。

7 指定申請書、施設管理事業計図書、その他申請に必要な書類及びその様式

指定管理者としての指定を受けようとするものは、指定申請書【様式第 1号】に次に掲げ

る書類を添付して、正副それぞれ一部を提出すること。

(1）施設管理事業計画書【様式第2号】

(2）管理を行う公の施設に関する業務の収支予算書【様式第3号】

(3）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書等

(5）当該法人・団体の役職員名とその略歴を記載した書類【様式第4号】

(6）申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の

収支決算書及び事業報告書

(7）施設の管理運営にあたっての誓約書【様式第5号】

※「指定申請~~J、「施設管理事業計画書J、「管理を行う公の施設に関する業務の収支予算

書」、「施設の管理運営にあたっての誓約書jは、市指定の様式となっています。これら
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の用紙及び「延岡市岡富コミュニティセンタ一指定管理者・仕様書Jは、平成

2 1年9月25日（金）までの問に、企画課にて配付します。

8 指定申請書の提出期限及び提出先

(1）提出期限

平成21年9月30日（水）必着（郵送不可）

（受付時間：平日 8:30～ 17 : 0 0) 

(2）提出先（担当課）

延岡市企画部企画課（延岡市役所本庁舎3階）

9 選定方法・審査

提出書類により審査し、選考結果は 11月上旬頃に通知予定。

3 

＜問い合わせ先＞

延岡市企画部企画課

TEL: 0982・22-7003

FAX: 0982・34・2110



延岡市岡富コミュニティセンタ一指定管理者仕様書

延岡市岡富コミュニティセンターの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書に

よる。

1 趣旨

本仕様書は、延岡市岡宮コミュニティセンター（以下「センターJという。）の指定管理者が行う業

務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

2 センターの管理に関する基本的な考え方

センターを管理するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。

(1）センターが、地域住民の自主的活動及び相互の交流を深めることのできる場であるという設

置理念に基づき、管理運営を行うこと。

(2）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。

(3）個人情報の保護を徹底すること。

(4）効率的運営を行うこと。

(5）管理運営費の削減に努めること。

3 施設の概要

(1）名称

(2）所在地

(3）開設日

(4）建物概要

0構造

O階数－

O床面積

O施設内容

4 休館日

延岡市岡宮コミュニティセンター

延岡市幸町2丁目 125番地

平成 19年4月 1日

鉄筋コンクリート造

地上3階建（対象施設は2階の一部のみ）

388. 92m2 

大会議室、中会議室（小会議室× 2）、和室、ギャラリー、事務室、

湯沸室、倉庫、トイレ、 「ココレッタ延岡」自治体ゾーン専用駐車場など

センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 1 2月28日から翌年の 1月3日まで

(2) (1）にかかわらず市長が必要と認める時には休館日を変更することがあるo

5 開館時間

センターの開館時間は次のとおりとする。

( 1 ）センターの開館時間は、原則として午前9時30分から午後 10時までとする。ただし、「コ

コレッタ延岡J自治体ゾーン専用駐車場（以下「専用駐車場Jという。）は原則として午前9

時 15分から午後 10 時 15分までとする。

(2) (1）にかかわらず、市長が必要と認める時には開館時間を変更することがある。

1 



6 指定の則！日j

平成22年4月1日から平成27年3月31日まで

7 法令等の遵守

センターの管理にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければならない。

( 1 ）地方自治法（昭和22年法律第67号）

(2）延岡市岡富コミュニティセンタ一条例（平成 19年3月制定）

(3）延岡市岡富コミュニティセンタ一条例施行規則（平成 19年3月制定）

指定期間中に法令の改正があったときは、改正された内容を仕様とする。

8 業務内容

( 1 ）センターの運営に関すること

① センタ一本体ならびに専用駐車場の管理運営にあたる職員は必要な人員を配置すること。

②職員の勤務形態は、センターおよび専用駐車場の運営に支障がないように定めること。

③ 職員に対して、センターおよび専用駐車場の管理運営に必要な研修を実施すること。

④会議室等の使用の許可および利用料の徴収を行うこと。

⑤ 専用駐車場の使用の許可および利用料の徴収を行うこと。

(2）施設及び設備の維持管理に関すること。

① センターの適正な運営のため、以下の設備に関する保守管理を行うこと。（保守点検業務

に係る詳細は別表 1のとおりとする。）

清掃、消防設備・空調機器・自動扉等の施設の設備巡視点検と保守、害虫駆除、小破修繕

②駐車場の管理に関すること

(3）その他

① 緊急時対策、防犯・防災対策について、職員に指導を行うこと。

② 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底すること。

③ 毎月の施設利用状況を翌月 10日までに市に報告すること。

9 経費等について

(1）予算の執行

① 平成22年度の年間の管理運営は、市の支払う指定管理料（以下「指定管理料Jという。）

の傾およびセンターと専用駐車場の利用料収入を合わせた額以内で執行すること。

② 平成23年度以降の指定管理料の額は、平成22年度のセンターの利用料金収入及び維持

管理費用等を考慮し、市が決定する。

(2）決算

① 会計年度終了後、 1カ月以内に事業報告を行うことo

② 市が支出する管理に要する経費の清算により過不足が生じた場合は、別途協議のうえ調整

する。

(3）利用料

① 施設に係る利用料金は指定管理者の収入として、収受することができる。
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② 利用料金は、指定管理者がセンターにかかる条例に規定する範囲内で定めることができる。

ただし、その決定および改定については事前に市と協議し、承諾を受けるものとする。

(4）経理事務

指定管理者は経理規程を作成し、経理事務を行うこと。

(5）立入検査

市は、必要に応じて、施設、備品、各種帳簿等の現地検査を行うこととし、指定管理者はこれ

に必要な協力を行うこととする。

10 物品の帰属等

(1）市が、指定管理者に対して委託代金により物品を購入させるときは、購入後の物品は市に帰

属するものとする。

(2）指定管理者は、市の所有する物品については、「延岡市物品管理規則」及び関係例規の管理の

原則及び分類に基づいて行うものとする。また、指定管理者は同規則に定められた備品台帳を

備えてその保管に係る物品を整理し、購入及び廃棄等の異動について定期的に市に報告しなけ

ればならない。

(3）備え付けの備品物品等は別途提示する。

11 施設や備品の修繕

(1）指定管理者の故意又は過失により施設や備品等を破損した場合には、指定管理者が原状回復

あるいは実費弁償する。

(2）使用者の故意又は過失により施設や備品等を破損した場合には、使用者が原状回復あるいは

実費弁償する。

(3）天災や老朽化、設計上又は工事施工上に起因する損傷（小破修繕は除く）等に関しては、市

が負担する。

12 業務を実施するにあたっての注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。

(1）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利

あるいは不利になる運営をしないこと。

(2）市及び市内にある他の類似施設との連携を図った運営を行うこと。

(3）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と協議を行うこ

と。

(4）各種規定等がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施する

こと。

(5）別に定める予算については、財政の状況により金額が変更となる場合がある。

(6）専用駐車場の使用は、センターおよびまちなかキッズホームの利用者を優先的に利用させる

こととするため、センターおよびまちなかキッズホームと必要な連携を図ること。

(7）その他、仕様書に記載のない事項については市と協議を行うこと。

3 



13 協議

指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理業務の内容及び処理について疑義が生じ

た場合は市と協議し決定する。

14 指定管理者の指定及び協定等

(1）管理者の指定手順

指定管理者の指定には、延岡市議会の議決が必要となる。

選定委員会が選定した法人等を指定管理者の候補者として、延岡市議会へ管理者指定の議案を

上程し、議決を経た後に指定する。

(2）協定の締結

市と指定管理者は、センター（専用駐車場を含む）の管理に関する協定及び業務委託契約を締

結する。

15 事業の継続が困難となった場合の措置

(1) 管理者の責めに帰すべき事由により適切な施設運営が困難になった場合、または指定管理者

の財政状況が著しく悪化し、指定に基づく施設運営の継続が困難と認められる場合、市は、指

定管理者の指定を取り消す事ができるものとする。

(2) 不可抗力その他市または指定管理者の責めに帰する事ができない事由により施設運営の継

統が困難となった場合、市と指定管理者は、施設運営の継続の可否について協議を行うものと

する。協議の結果、市が事業の継続が困難であると判断した場合は、市は指定管理者の指定を

取り消すことができるものとする。

別表 l 延岡市岡富コミュニティセンター管理保守点検業務

項 目 必要管理項目 頻 度

清 掃 日常的に整理・整頓 毎日

定期的な清掃 床清掃月 1回以上 窓清掃年6回以上

消防設備 日常保守管理 毎日

定期点検 年2回以上

空調機器 日常保守管理 毎日

定期点検 年2回以上

自動扉 日常保守管理 毎日

定期点検 年4回以上

害虫駆除 日常保守管理 毎日

定期点検 年2回以上

小破修繕 照明装置の維持・交換 必要に応じて随時

その他施設の修繕 必要に応じて随時

4 
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（様式第 l号）

指定申請書

平成年月日

延岡 市長様

（申請者）

住所

団体名

代表者氏名 印

次の公の施設について、指定管理者としての指定を受けたいので、延岡市公

の施設に係る指定申請の手続に関する条例（平成 15年条例第 33号）第 2条の

規定に基づき申請します。

施設の名称 延岡市岡富コミュニティセンター

施設の所在地 延岡市幸町2丁目 12 5番地

〔添付書類〕

( 1 ) 施設の管理事業計画書【様式第2号】

(2) 施設管理業務の収支予算書【様式第3号】

(3) 定款、寄附行為、規約文はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書等

(5) 当該法人・団体の役職員名とその略歴を記載した書類【様式第4号】

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並

びに前事業年度の収支計算書および事業報告書

(7) 法人等にあっては市税の完納証明書

(8) 誓約書【様式第5号】



（様式第2号）

延岡市岡富コミュニティセンタ一指定管理者事業計画書

※枠の大きさは、字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。

ただし、簡潔に分かりやすく記入してください。

1 管理運営にあたっての基本的方針

（施設の設置目的に基づき貸団体の考え方を具体的に記入してください。）

(1）全体的な運営方針

(2）利用者の平等かつ公平な利用の確保

(3）地域住民及び利用者へのサービス向上の確保

2 類似施設の運営実績【別紙添付可】

施設名 所在地 主な業務内容

自

至

自

至

管理運営期間

年月

年月

年月

年月

日

日

日

日



3 個別事業計画内容

(1)地域住民の参加を促す事業計画の提案
（事業とは施設において、指定管理者が実施する地域の述帯感の醸成や幅広い世代交流が図られるよう

な事業、各種講座、講演会等を言います。）
【事業名、目的内容、実施時期・回数、実施予算等の案を明記して下さい】

(2）施設（会議室等）や設備の利用に係るサービス向上のための方策

(3）地域住民や利用者等の要望の把握と実現のための方策

(4）利用者のトラブルの未然防止と対処策

(5）地域との連携、他の施設との連携等

(6）防犯・防災の対応、緊急時の対応、安全対策等【危機管理体制】

(7）個人情報保護の方策（守秘義務等）

(8）管理経費の縮減の方策



4 管理運営上の組織体制

(1)配置予定職員の職種と人数（指揮命令系統又は組織図を記載下さい）

【業務主任者の氏名と略歴】

（氏名） （年齢）

（略歴等）

(2）職員配置計画（勤務時問、ローテの組み方、休暇制度等分かりやすく図示してください。）

(3）職員研修計画

(4）その他（組織体制について特記すべき事項があれば記入してください。）
【例：配置職員の中には経理事務やPCによる統計管理事務が堪能な者がおり、市への提出資料

や企画立案資料の作成がスムーズに出来る。 等々 】



（様式第3号） 公の施設の管理運営に関する業務の収支予算書（平成22年度）

団体名（

施設名（延岡市岡富コミュニティセンター

（収入） （単位：千円）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

施設利用料

指定管理料
（市からの委託料）

収入計（A) 。

（支出）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

人件費

需用費

通信運搬費

施設維持管理費

事業費
[ 3-(l）個別事業計画］

（地域住民の参加を促す事
業実施にヵ、ヵ、る経費）

その他

支出計（B) 。

収支（A）一（8) 千円ー 千円一



（様式第4号）

団体役員名簿

団体名（

平成 年 月 日現在

役職 氏名 住所（延岡市は略）
電話

生年月日 備考（略歴、その他の役職等）(0982) 

2 
． 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



（様式第5号）

誓約書

このたび「延岡市岡富コミュニティセンターJの指定管理者について、下記のことを

誓約し応募します。

記

1. 「延岡市岡富コミュニティセンター」を自ら運営すること。

2.業務上知り得た個人情報等については、管理と守秘義務を厳格に行うこと。

3.利用者に平等のサービスを行うこと。

4.利用者の芦を反映する管理運営を行うこと。

平 成年月日

法人（団体）名

代表者職氏名 印

延 岡 市長首藤正治様



‘・． 

時 期

9月～

指定管理者候補者選定手続のスケジュール（案）

所管課の手続き項目

指定管理者の募集

↓ 

備考－

制度継続、募集方法等にかか

る「市長決裁」

～明末｜申請識の受理

1 0月上旬

1 0月中旬

1 1月上旬

＜~«·守2月三；：，

平成22年

1月～3月

4月～

l当該年度

↓ 

選考・候補者の予備審査

（選考案の作成〉

↓ 

選考・候補者の決定

【指定管理者選定会議】

↓ 

指定管理者の指定議案提出準備

↓ 

＂＇指定管理者の指定議決：‘
；三？：【：t2月定例市議会1

↓ 

指定管理者との事前協議、準備等

協定書内容の確認〈基本・年度〉

↓ 

指定管理者による管理運営開始

↓ 

｜モニタリング開始

選定会議用資料作成

選定結果を「市長決裁」

※議案提出にかかる「市長決

裁〈総務課合議〉」

※協定書の締結



（様式第 1号）

指定申請書

平成 21年タ月 30日

延岡市長様

（申請者） 延岡市岡宮コミュニテイセンター管理運営委員会
委員長亀 山 ；一一；；

： ； i 
','; 
I 

: 

住 所 干882-0053 ¥ ；.；；亘三Fモ， ·＼~ 
団体名 延岡市幸町2丁目 125番地ココレツタ延向2階~--I .: ; 

電話（0982) 2 6 - 7~：5詠／S-· ＜~＇.：
代表者氏名 FAX (0982) 2 6 -~~O~盤；ゴ

次の公の施設について、指定管理者としての指定を受けたいので、延岡市公

の施設に係る指定申請の手続に関する条例（平成 1_5年条例第 33号）第 2条の

規定に基づき申請します。

施設の名称 延岡市岡富コミュニティセンター

施設の所在地 延岡市幸町2丁目 12 5番地

〔添付書類〕

( 1 ) 施設の管理事業計画書【様式第2号】

(2) 施設管理業務の収支予算書【様式第3号】

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本、告示事項証明書等

(5) 当該法人・団体の役職員名とその略歴を記載した書類【様式第4号】

(9) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並

びに前事業年度の収支計算書および事業報告書

(7) 法人等にあっては市税の完納証明書

(8) 誓約書【様式第5号】

三

J ノ

／ 



（様式第2号）

延岡市岡富コミュ二ティセンタ一指定管理者事業計画書

※枠の大きさは、字数制限を表すものではありません。枠を広げて必要な事項を記入してください。

ただし、簡潔に分かりやすく記入してください。

1 管理運営にあたっての基本的方針

（施設の設置目的に基づき貴団体の考え方を具体的に記入してください。）

(1）全体的な運営方針

施設の管理運営にあたっては、地域住民のコミュニティ活性化を図る拠点施設であること、

公の施設の指定管理者であることを常に念頭に置き、公平な運営はもちろんのこと、地域住民

の自主的な運営精神のもと、経費等の削減と可能な限り地域の実状に沿ったきめ細やかかっ柔

軟な運営に努める。

(2）利用者の平等かつ公平な利用の確保

条例等の規定に基づき、使用許可や料金徴収を行う。また、必要に応じて、使用許可申請時

に使用目的等の丁寧な聞き取りを行い、平等・公平な利用ができるよう努める。

(3）地域住民及び利用者へのサービス向上の確保

施設の有効利用を図るため、地域住民からの意見はもとより、利用回数の多い団体等から施

設利用に関する要望等を聴取するなど行うことで、利用者からの意見を管理運営に反映させる。

また、ココレッタ延岡や、地域の商店街などと連携を図り、まちなかの賑わいの創出にも貢

献できるよう努める。

2 類似施設の運営実績【別紙添付可】

施設名 所在地 主な業務内容 管理運営期間

延岡市岡富コミュニ 延岡市幸町2丁目
施設の管理運営

平成19年4月1日から

ティセンター 125番地 現在まで

自 年月 日

至 年月 日



3 個別事業計画内容

I (1)地域住民の参加を促す事業計画の提案

（事業とは施設において、指定管理者が実施する地域の述帯感の醸成や幅広い世代交流が図られるよう
な事業、各種講座、講演会等を言います。）

O地域に伝わる「徐福伝説Jの伝承事業
11月に開催予定の「徐福まつり」にちなみ、今山に伝わる「徐福伝説Jを、地域住民をは

じめとして広く知ってもらうため、まつりの関係者に依頼してセミナーを開催する。
まつりのテーマが「健康J 「長寿」 「元気Jであり、これに関連して健康セミナこーを開催

する。

まつりや健康セミナーへの参加を促すことで、地域コミュニティの活性化や地域の方々の
健康増進を図ることができると考える。

(2）施設（会議室等）や設備の利用に係るサービス向上のための方策

施設、設備の利用方法について、職員研修を行う。また、利用者に、再度利用したいと思っ

てもらえるよう、これまで以上に丁寧な応対・説明を心がける。

(3）地域住民や利用者等の要望の把握と実現のための方策

地域の住民団体の代表から管理運営委員会を組織しており、利用ニーズの集約を図りやすく、サ

ービス向上につなげることが出来る。

(4）利用者のトラブルの未然防止と対処策

業務仕様に基づき、常時開館前に施設や設備等の点検を行うとともに、管理職員への接遇に

ついて、利用者の立場に立つての対応を心がけるよう随時指導を行っていく。

(5）地域との連携、他の施設との連携等

地元の自治会や地区社会福祉協議会等の各種団体から管理運営委員を選出しており、地域と

の連携は密に保たれる。

(6）防犯・防災の対応、緊急時の対応、安全対策等【危機管理体制】

業務従事者に対し、防犯、防災対策に関する研修を行ったり、地域の防災訓練等への積極的な参

加に努める。また、緊急時の連絡網を整備し、関係機関と連携の取れた対応が出来るよう努める。

(7）個人情報保護の方策（守秘義務等）

市の基準を満たすよう、管理従事者に対し、必要な研修を行う。業務上知り得た個人情報につい

ては、センター内で厳重に保管し、一定期間経過後は適切な方法で廃棄する。

(8）管理経費の縮減の方策

地域活動に熱心で、ボランティア精神のある人を業務に充てる。設備、備品等については適切に

使用し、経費削減に努める。



4 管理運営上の組織体制

I (1)配置予定職員の職種と人数（指揮命令系統文は組織図を記載下さい）

業務従事者は7名（センター管理4名、駐車場管理3名）で、それぞれローテーション勤務。

｜延岡市岡宮コミュニティセンター管理運営委員会｜ → ｜関係機関等｜

｜業務主任者｜

｜センター管理職員、駐車場管理職員｜

【業務主任者の氏名と略歴】

センター管理 （氏名） （略歴）岡富コミュニティセンター管理職員

駐車場管理 （氏名） （略歴）岡富コミュニティセンター管理職員

(2）職員配置計画（勤務時間、口ーテの組み方、休暇制度等分かりやすく図示してください。）

センターと駐車場には常時l名配置で対応。ただし、繁忙期については、必要に応じ、複数職員

で対応できるよう、職員間の怠思疎通を図る。

0センター管理勤務時間帯： (A) 9時30分～15時30分.(B) 15時30分～22時

2 3 4 5 6 

A B A B A B A B A B 

① 01 。 。
② IO 10 。
③ 。 。 。
④ 。 。 。

※l～6の繰り返し

0駐車場管理勤務時間帯： (A) 9時15分～15時45分 (B) 15時45分～22時15分

2 3 

A B A B 

⑤ 01 。
⑥ 10 。
⑦ 。 。

※1～3の繰り返し



(3）職員研修計画

接遇研修（随時）、設備等に関する研修（必要に応じて）

(4）その他（組織体制について特記すべき事項があれば記入してください。）

管理職員については、これまで管理業務を経験していることで、受付、経理・集計分析、施設設

備維持管理と、全てに対応できる職員となっている。

また、業務において、接遇面も重要になることから、接遇に秀でた人材を確保したい。



（様式第3号） 公の施設の管理運営に関する業務の収支予算書（平成22年度）

団体名（延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会）

施設名（延岡市岡富コミュニティセンター ） 

（収入） （単位：千円）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

施設利用料 3,800 平成19年度から平成21年度の利用料収入実績額の推移より算出

指定管理料
3,000 

（市からの委託料）

収入計（A) 6,800 

（支出）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

630円×12.5時間×360日（センター管理）
人件費 5,840 630円×13時間×360日（駐車場管理）

630円×8時間×10日分（繁忙期の応援分）

需要費 220 消耗品等（過年度実績額より見積もり）

通信運搬費 120 電話料等（過年度実績額より見積もり）

施設維持管理費 570 
水光熱費 470（過年度実績額より見積もり）
修繕費 100（過年度実績額より見積もり）

事業費
[ 3-(1）個別事業計画］ 50 自主事業計画費

（地域住民の参加を促す事
業実施にカ功、る経費）

その他

支出計（B) 6,800 

収支（A）ー（8) 6,800千円－ 6,800千円＝ 0 



（様式第4号）

延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会委員名簿

役職 氏名

1 I委員長 l亀山勉

：副委JJ員長

J II I.. 
引委員畑園町

8 I II 

9 I II 

10 I II 

1 I監事福田園田

21 II , _  

鳥、．

住所（延岡市は略）
電話
(0982) 

生年月日

平成21年9月現在

備考（略歴、その他の役職等）

－・ ．． て．，



延岡市岡富コミュニティセンター管思軍営委員会規約

（名称）

第1条 本会は、延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会（以下「委員会Jという）という。

（目的）

第2条 委員会は、延岡市岡宮コミュニティセンター（以下「センター」という。）の維持管理を行う

とともに、岡宮地区住民の生涯学習の推進・地域福祉の向上を含むコミュニティ活動の促進に関す

る自主的な施設の利用計画及び運営に関する事項について協議し、適切かつ円滑に遂行することを

目的とする。

（組織及び事務所）

第3条 委員会は、下記の構成団体をもって組織し、構成団体はそれぞれ【】内に掲げる人員を管理

運営委員として選出する。

(1）岡富地区区長会

（幼富美山地区社会福祉協議会

（＠岡富東地区社会福祉協議会

ω岡富西地区社会福祉協議会

（ゆ岡富北地区社会福祉協議会

（＠岡富北地区民生委員児童委員協議会

(7）岡宮南地区民生委員児童委員協議会

(8）岡富地区高齢者クラブ連合会

(9）岡富地区公民館連絡協議会

(10）延岡市地撤帝人連絡協議会

可
，

d

司
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a

可
E
a
a

可
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司
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a
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司
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司
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V
E
h
V
E
L
V
E
E
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E
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E
h
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a
h
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【1】（岡富地区居住者から選出する）

2. 委員会の事務所は、委員長の自宅に置く。

（事業）

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、延岡市と緊密に連携をとり次の事業を行う。

(1）センターの維持管理。

(2）センターの利用受付及び広報。

（ゆセンターの指定管理料の管理及ひ施設利用料の徴収。

（必岡富地区住民のコミュニティ意識醸成のための自主事業。

ωその他、必要と認められる事業。

（役員）

第5条 委員会に次の役員を置く。

ω委員長 1名

ω副委員長 3名

（⑪監事 2名



（役員の選出）

第6条 委員長、副委員長は、管理運営委員の中から選任する。

2. 監事は、委員会で委員以外の者より推薦し、委員長の承認を得る。

（役員の職務）

第7条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

2. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

3. 監事は、会計事務を監査する。

（役員の任期）

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2. 任期満了後は、後任者が選任されるまでの聞は、その職務を行う。

3. 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（財務）

第9条 委員会の出納は、委員長が行う。

2. 委員長は、施設管理職員のうちから、委員会出納員を命ずることができる。

3. 出納員は、委員長の命を受けて委員会の出納その他の事務を掌る。

（会議）

第10条委員会の会議は、総会及び役員会とする。

(1）定期総会は、毎年1回委員長が招集する。

ω臨時総会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の半数以上の請求があったとき委員長が招集す

る。

2. 総会は、次の事項を決議する。ただし、規約の制定又は変更については延岡市と協議するものとす

る。

(1）規約の制定文は変更。

（沙事業計画及び収支予算の承認

（＠事業報告及び収支決算の認定。

3. 役員会は総会において議決された事業計画及び予算に関し、必要な事項を協議する。

（会議の運営）

第11条会議は、その構成員の2分 1以上の出席がなければ開催することができない。

2. 会議の議長は、委員長がこれを務める。

3. 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

（経費）

第四条委員会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

(1）延岡市の指定管理料およびセンタ一利用料金

(2）その他の収入



（会計年度）

第13条委員会の会言博皮は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

（委任）

第14条 この規約に定めるもののほか、釘~の執行に関し必要な事項は、延岡市と協議し別に定める。

（附則）

この会則は、平成19年2月1日から施行する。



延岡市岡富コミュニティセンター収支予算書（平成21年度）

（収入）
（単位：千円）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

指定管理料
2,300 （市カ￥らの委託料）

施
施設利用料 2,850 平成19年度から平成20年度の利用料収入実績額の推移より算出

設
利 冷暖房利用料 300 平成19年度から平成20年度の利用料収入実績額の推移より算出
用

キヰ
駐車場利用料 平成19年度から平成20年度の利用料収入実績額の推移より算出1,000 

収入計（A) 6,450 

（支出）

費 目 金 額 備 考（積算根拠等）

619円×12.5時間×360日（センター管理）
人件費 5,740 619円×13時間×360日（駐車場管理）

619円×8時間× 10日分（繁忙期の応援分）

水光熱費 510 過年度実績額より見積もり

消耗品・通信運搬費 170 
通信費 120（過年度実績より見積もり）
消耗品 50( II ) 

その他 30 

支出計（B) 6,450 



（様式第5号）

誓約書

このたび「延岡市岡宮コミュニティセンターJの指定管理者について、下記のことを

誓約し応募します。

記

1. 「延岡市岡富コミュニティセンターJを自ら運営すること。

2.業務上知り得た個人情報等については、管理と守秘義務を厳格に行うこと。

3.利用者に平等のサービスを行うこと。

4.利用者の声を反映する管理運営を行うこと。

平成 21年 q月 30日

延岡市岡富コミュニテイセンター管理運営委鈴
委員長亀 山ィ： 勉

法人（団体）名 －.≪＇：＂. 二’リプ
干882-0053弘浦市幸町2丁目 12n番地ココ乞プぞ延·~~.階

電話（0982）乙 6.:-:-:~1 ： 吹s ~＿s 
代表者職氏名 FAX (0982) 2 6 _.ffi7＿~（） ·Jg·c91 

延岡 市長首藤正治様
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件名 ： 『平成25年度延岡市岡富コミュニティセンターの管理運営に関する年度協定J（こ係る準備行為について

標記について、平成25年4月1日付で協定を締結するための準備を行います。

r 記

，ι 
1.内容・目的 地域のコミュニティ活動の振興を図るため、その拠点となる延岡市岡富コミュニティ

センターの管理運営を行う

2.予算内容 企画費コミュニティ施設管理事業岡富コミュニティセンター管理事業

委託料指定管理料【予算額】 2,800, 000円

3.支出方法 前金払い（4月・10月）

4.年度協定書（案） 別添のとおり

5.その他 指定管理者：延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会

指定期間：平成22年4月1日から平成27年3月31日（5年間）
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延岡市岡富コミュニティセンターの管理運営に関する年度協定書（完）

延岡市（以下「委任者Jという。）と延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会（以

下「受任者Jという。）とは、延岡市岡富コミュニティセンター（以下「センター」という。）

の管理運営を行う事業について締結した延岡市岡富コミュニティセンターの管理運営に関

する基本協定番（以下「基本協定Jという。）に基づき、当該事業年度における協定（以下

「年度協定Jという。）を締結する。

（年度協定の目的）

第1条 年度協定は、センターの管理運営業務の各年度の業務内容及び管理運営業務の実

施に伴い支払われる対価（以下「指定管理料」という。）を定めることを目的とする。

（平成 25年度の管理運営業務）

第2条 受任者は、委任者と受任者との間で平成22年4月1日に締結した基本協定に基づ

き、センターの管理運営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条本年度協定の期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（指定管理料の支払い）

第4条委任者は受任者に対し、指定管理料として金 2,800,000円（取引にかかる消費税

及び地方消費税を含む）を支払うものとする。

2 前項の指定管理料は、平成25年4月及び平成25年 10月の2回に分けて、受任者の請

求に基づき支払うものとする。

3 受任者は委任者に対し、請求書を平成 25年4月及び平成 25年 10月のそれぞれ 10日

までに提出し、委任者は、受任者に対し、請求書を受理した日の属する月の末日までに

指定管理料を支払うものとする。

（協定の解除）

第5条 基本協定第 10条の規定に基づき、受任者が指定管理者としての指定を取り消され

たときは、委任者は、本協定を解除する。

2 前項の規定により、本協定が解除された場合において、受任者は、指定管理料の 10分

の1に相当する額を、違約金として委任者の指定する期間内に支払わなければならない。

（疑義等の決定）

第6条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、委任者と受



任者は誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。

委任者と受任者は、この年度協定の締結を証するため、本書を 2通作成し、双方記名押

印の上、それぞれ 1通を保有する。

平成25年4月 1日

委任者延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首 藤 正 治

受任者延岡市

延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会

委員長森 貴美郎



延岡市岡富コミュニティセンターの管理運営に関する年度協定書

延岡市（以下「委任者Jという。）と延岡市岡富コミュニティセンター管理運営委員会（以

下 f受任者」という。）とは、延岡市岡高・コミュニティセンター（以下「センターJという。）

の管理運営を行う事業について締結した延岡市岡富コミュニティセンターの管理運営に関

する基本協定書（以下［基本協定j としづ。）に基づき、当該事業年度における協定（以下

「年度協定」という。）を締結する。

（年度協定の目的）

第 1条 年度協定は、センターの管理運営業務の各年度の業務内容及び管理運営業務の実

施に伴い支払われる対価（以下「指定管理料Jという。）を定めることを目的とする。

（平成 25年度の管理運営業務）

第2条 受任者は、委任者と受任者との閑で平成22年4月1日に締結した基本協定に基づ

き、センターの管理運営を行うものとする。

（年度協定の期間）

第3条 本年度協定の期間は、平成 25年4月1日から平成 26年3月31日までとする。

（指定管理料の支払い）

第4条 委任者は受任者に対し、指定管理料として金 2,800,000円（取引にかかる消費税

及び地方消費税を含む）を支払うものとする。

2 前項の指定管理料は、平成25年4月及び平成25年 10月の 2回に分けて、受任者の請

求に基づき支払うものとする。

3 受任者は委任者に対し、請求書を平成 25年4月及び平成 25年 10月のそれぞれ 10日

までに提出し、委任者は、受任者に対し、請求書を受理した日の属する月の末日までに

指定管理料を支払うものとする。

（協定の解除）

第5条 基本協定第 10条の規定に基づき、受任者が指定管理者としての指定を取り消され

たときは、委任者は、本協定を解除する。

2 前項の規定により、本協定が解除された場合において、受任者は、指定管理料の 10分

のlに相当する額を、違約金として委任者の指定する期間内に支払わなければならない。

（疑義等の決定）

第6条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、委任者と受



任者は誠意を持って協議を行い、これを決定するものとする。

委任者と受任者は、この年度協定の締結を証するため、本書を 2通作成し、双方記名押

印の上、それぞれ 1通を保有する。

平成 25年4月 1日

委任者延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首藤

受任者延岡市．．．．．．．． 
延岡市岡富コミュニティセン公務垣鞘委員会

委員長森 貴美鰻動淵
比三？；飴守岡l
[E.~念－翌三軍！


